
目

次

告

示

○
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
の
更
新
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
自
然
保
護
課
）
…
一

○
特
別
保
護
地
区
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

鳥
獣
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
二
十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
権
現
崎
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更

新
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

名
称

権
現
崎
鳥
獣
保
護
区

二

区
域

北
津
軽
郡
中
泊
町
小
泊
折
戸
地
内
旧
国
道
三
三
九
号
と
町
道
折
戸
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、

同
点
か
ら
西
に
直
進
し
海
岸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
海
岸
線
を
北
西
に
進
み
小
泊
川

右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
川
右
岸
を
南
東
に
進
み
町
道
小
泊
中
央
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
よ
り
同
町
道
を
南
西
に
進
み
旧
国
道
三
三
九
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
町
道
小

泊
中
学
校
一
号
線
を
南
西
に
進
み
、
同
点
か
ら
町
道
折
戸
線
を
南
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲

ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
一
の
と
お
り
）

三

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
津
軽
半
島
の
北
西
部
に
位
置
し
、
日
本
海
に
突
出
し
た
起
伏
に
富
ん
だ
地
形

と
な
っ
て
お
り
、
津
軽
国
定
公
園
が
大
部
分
の
区
域
を
占
め
て
い
る
。
植
生
は
、
ス
ギ
、
ク
ロ

マ
ツ
人
工
林
の
ほ
か
、
ブ
ナ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
カ
シ
ワ
等
の
広
葉
樹
林
が
広
が
り
、
良
好
な
森
林

生
態
系
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
ヤ
マ
ド
リ
、
コ
ゲ
ラ
、
ホ
ン
ド
タ
ヌ
キ
、
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
な

ど
、
多
様
な
鳥
獣
の
生
息
に
適
し
た
地
域
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
区
域
を
森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区
と
し
て
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並

び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ

る
。

㈢

管
理
方
針

定
期
的
な
巡
視
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
鳥
獣
の
生
息
を
阻

害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
管
理

を
実
施
す
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第87号令和４年10月26日 水曜日

号
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八
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青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

名
称

権
現
崎
鳥
獣
保
護
区
権
現
崎
特
別
保
護
地
区

二

区
域

権
現
崎
鳥
獣
保
護
区
の
う
ち
、
財
務
省
所
管
の
国
有
地
と
津
軽
森
林
管
理
署
金
木
支
署
権
現
崎

国
有
林
六
三
六
林
班
い
四
、
ろ
及
び
チ
の
各
班
の
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
一
の
と
お
り
）

三

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

保
護
に
関
す
る
指
針

㈠

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡

鳥
獣
保
護
地
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
目
的

権
現
崎
鳥
獣
保
護
区
は
、
津
軽
半
島
の
北
西
部
に
位
置
し
、
日
本
海
に
突
出
し
た
起
伏
に
富

ん
だ
地
形
と
な
っ
て
お
り
、
津
軽
国
定
公
園
が
大
部
分
の
区
域
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
地
域
に

は
、
ス
ギ
、
ク
ロ
マ
ツ
人
工
林
の
ほ
か
、
ブ
ナ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
カ
シ
ワ
等
の
広
葉
樹
林
が
広
が

り
、
良
好
な
森
林
生
態
系
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
ヤ
マ
ド
リ
、
コ
ゲ
ラ
、
ホ
ン
ド
タ
ヌ
キ
、
ニ

ホ
ン
カ
モ
シ
カ
な
ど
、
多
様
な
鳥
獣
の
生
息
に
適
し
た
地
域
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
現
在
特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
て
い
る
区
域
は
、
尾
崎
山
を
最
高
峰
と
し
、
西

端
部
に
は
高
さ
二
百
ｍ
以
上
に
及
ぶ
断
層
崖
が
発
達
し
て
い
る
ほ
か
、
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
―
シ
ナ

ノ
キ
群
落
、
一
部
に
ブ
ナ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
原
生
林
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
豊
か
で
多
様
な
自
然
環
境

が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
環
境
省
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
で
絶
滅
危
惧
Ⅱ
類
に
分
類
さ
れ
る
ハ
ヤ

ブ
サ
、
準
絶
滅
危
惧
に
分
類
さ
れ
る
オ
オ
セ
グ
ロ
カ
モ
メ
、
青
森
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
で

重
要
希
少
野
生
生
物
に
分
類
さ
れ
る
ミ
サ
ゴ
、
オ
オ
タ
カ
、
希
少
野
生
生
物
に
分
類
さ
れ
る
ヤ

マ
ド
リ
、
ア
オ
バ
ト
、
ク
ロ
ツ
グ
ミ
の
生
息
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
ハ
ヤ
ブ
サ
及
び
オ
オ
セ
グ

ロ
カ
モ
メ
に
つ
い
て
は
、
繁
殖
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
当
該
区
域
は
、
本
州
と
北
海

道
を
行
き
来
す
る
各
種
渡
り
鳥
の
休
憩
地
及
び
飛
来
コ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
な
ど
鳥
獣
の
良
好

か
つ
重
要
な
生
息
地
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
当
該
特
別
保
護
地
区
は
、
同
鳥
獣
保
護
区
の
中
で
も
特
に
保
護
す
る
必
要
が
あ

る
区
域
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥

獣
及
び
そ
の
生
息
地
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
保
護
管
理
方
針

⑴

当
該
特
別
保
護
地
区
は
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
現
状
の
ま
ま
の
保
全
を

基
本
と
す
る
。

⑵

現
場
巡
視
等
を
通
じ
て
区
域
内
の
鳥
獣
の
生
息
状
況
の
把
握
に
努
め
る
。

⑶

特
別
保
護
区
内
に
お
け
る
許
可
を
要
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
保
全

に
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
地
元
自
治
体
や
関
係
機
関
と
の
調
整
を
図
る
。
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青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
の

で
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
１

名

称

浅
瀬
石
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

黒
石
市
地
内
県
道
弘
前
田
舎
館
黒
石
線
（
千
歳
橋
）
と
浅
瀬
石
川
右
岸
堤
防
と
の
交
点
を
起

点
と
し
、
同
点
か
ら
同
堤
防
を
南
東
に
進
み
、
県
道
吹
上
金
屋
黒
石
線
（
浅
瀬
石
橋
）
と
の
交

点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
南
東
に
進
み
、
浅
瀬
石
川
左
岸
堤
防
と
の
交
点
に
至
り
、
同

点
か
ら
同
堤
防
を
北
西
に
進
み
、
県
道
弘
前
田
舎
館
黒
石
線
（
千
歳
橋
）
と
の
交
点
に
至
り
、

同
点
か
ら
同
県
道
を
北
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
一

の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

二
１

名

称

八
戸
港
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
内
舟
渡
地
内
の
国
道
一
〇
四
号
と
主
要
地
方
道
八
戸
百
石
線
と
の
交

点
を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
同
主
要
地
方
道
を
北
東
に
進
み
主
要
地
方
道
橋
向
五
戸
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
主
要
地
方
道
橋
向
五
戸
線
を
北
に
進
み
臨
港
道
路
市
川
船
溜
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
北
東
に
進
み
市
川
船
溜
北
防
波
堤
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
北

東
に
進
み
同
防
波
堤
終
点
か
ら
直
線
上
に
進
み
八
太
郎
防
砂
堤
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら

同
防
砂
堤
を
南
東
に
進
み
八
太
郎
北
防
波
堤
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
防
波
堤
を
南
西

に
進
み
東
防
波
堤
終
点
か
ら
の
直
線
上
に
至
り
、
同
点
か
ら
東
防
波
堤
を
南
西
に
進
み
臨
港
道

路
白
銀
北
沼
線
（
八
太
郎
大
橋
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
臨
港
道
路
（
八
太
郎
大

橋
）
を
南
東
に
進
み
臨
港
道
路
河
原
木
二
号
ふ
頭
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
臨
港
道
路

河
原
木
二
号
ふ
頭
線
を
南
西
に
進
み
馬
淵
川
右
岸
堤
防
点
端
（
管
理
用
道
路
）
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
同
右
岸
堤
防
点
端
（
管
理
用
道
路
）
を
南
西
に
進
み
国
道
一
〇
四
号
と
の
交
点

に
至
り
、
同
点
か
ら
同
国
道
を
北
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面

は
別
図
二
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

三
１

名

称

松
館
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
山
道
地
内
の
県
道
妙
売
市
線
と
県
道
差
波
新
井
田
線
と
の
交
点
を
起

点
と
し
、
同
点
か
ら
同
県
道
差
波
新
井
田
線
を
南
に
進
み
市
道
十
日
市
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
点
か
ら
同
市
道
を
東
に
進
み
松
館
川
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
右
岸
を
南
に
進

み
市
道
十
日
市
階
上
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
市
道
籠
田
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
南
東
に
進
み
市
道
籠
田
辰
ケ
口
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

点
か
ら
同
市
道
を
南
東
に
進
み
市
道
奥
沢
牛
ケ
沢
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市

道
を
南
東
に
進
み
八
戸
市
大
字
松
館
字
牛
ケ
沢
地
内
か
ら
西
に
進
み
主
要
地
方
道
八
戸
大
野
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
主
要
地
方
道
を
北
に
進
み
市
道
岩
ノ
沢
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
市
道
町
道
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
北

東
に
進
み
市
道
一
本
木
平
才
勝
道
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
北
西
に
進
み
県

道
差
波
新
井
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
北
東
に
進
み
市
道
風
張
十
日
市
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
市
道
是
川
団
地
一
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
県
道
島
守
八
戸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
県
道

を
北
東
に
進
み
主
要
地
方
道
八
戸
大
野
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
主
要
地
方
道
を
東

に
進
み
新
井
田
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
左
岸
を
北
東
に
進
み
県
道
妙
売
市
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。

（
図
面
は
別
図
三
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間
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令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

四
１

名

称

三
戸
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
東
張
渡
地
内
の
国
道
四
号
と
主
要
地
方
道
十
和
田
三
戸
線
と

の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
同
主
要
地
方
道
を
東
に
進
み
同
町
大
字
川
守
田
字
元
木
平
地

内
か
ら
南
西
に
進
み
県
道
三
戸
南
部
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
県
道
を
南
西
に
進
み

国
道
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
国
道
を
北
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た

区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
四
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

五
１

名

称

蒼
前
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

三
戸
郡
階
上
町
蒼
前
東
三
丁
目
地
内
の
国
道
四
五
号
と
町
道
大
渡
東
平
線
と
の
交
点
を
起
点

と
し
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
南
西
に
進
み
町
道
蒼
前
下
平
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同

町
道
を
南
東
に
進
み
町
道
東
平
正
部
家
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
南
西
に
進

み
町
道
正
部
家
前
石
鉢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
南
西
に
進
み
町
道
東
平
正

部
家
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
南
西
に
進
み
町
道
新
田
石
鉢
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
西
に
進
み
町
道
正
部
家
神
子
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら

同
町
道
を
北
西
に
進
み
町
道
正
部
家
八
戸
市
境
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
西

北
に
進
み
八
戸
市
と
階
上
町
の
市
町
境
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
町
境
を
北
東
に
進
み
国
道
四

五
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
国
道
を
南
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

一
円
。
（
図
面
は
別
図
五
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

六
１

名

称

大
沢
内
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
大
沢
内
大
沢
内
溜
池
の
柏
木
地
区
よ
り
南
方
に
突
出
し
て
い
る
半
島

の
先
端
と
寺
屋
敷
よ
り
北
西
に
突
出
し
て
い
る
半
島
の
先
端
を
結
ぶ
溜
池
の
南
西
部
の
全
区

域
。
（
図
面
は
別
図
六
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

七
１

名

称

三
沢
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

三
沢
市
大
字
三
沢
字
早
稲
田
地
内
主
要
地
方
道
天
ヶ
森
三
沢
線
と
市
道
根
井
・
姉
戸
線
と
の

交
点
を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
主
要
地
方
道
を
南
に
進
み
市
道
四
川
目
六
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
東
に
進
み
市
道
三
沢
・
五
川
目
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同

市
道
を
北
東
に
進
み
国
道
三
三
八
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
国
道
を
南
に
進
み
主
要

地
方
道
三
沢
十
和
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
地
方
道
を
西
に
進
み
市
道
岡
三
沢
一

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
北
に
進
み
三
沢
米
軍
基
地
境
界
線
に
至
り
、
同

点
か
ら
同
境
界
線
を
東
に
進
み
市
道
姉
沼
通
信
所
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を

北
に
進
み
市
道
根
井
・
姉
戸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
北
に
進
み
市
道
小
川

原
湖
畔
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
北
に
進
み
市
道
根
井
・
笹
刈
沢
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
市
道
を
東
に
進
み
市
道
根
井
・
姉
戸
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か

ら
同
市
道
を
南
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
七
の
と
お

り
）

３

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

八
１

名

称

鍛
冶
林
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域
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上
北
郡
七
戸
町
鶴
児
平
地
内
町
道
小
山
平
・
牧
場
線
と
町
道
城
ノ
後
・
野
続
線
と
の
交
点
を

起
点
と
し
、
町
道
城
ノ
後
・
野
続
線
を
南
東
に
進
み
町
道
川
原
町
・
七
戸
中
学
校
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
南
に
進
み
町
道
宇
道
坂
・
五
十
貫
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

点
か
ら
同
町
道
を
南
西
に
進
み
町
道
作
田
・
鍛
冶
林
・
一
ノ
坂
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か

ら
同
町
道
を
北
西
に
進
み
町
道
山
屋
・
左
組
・
牧
場
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道

を
北
に
進
み
町
道
小
山
平
・
牧
場
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
東
に
進
み
起
点

に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
八
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

九
１

名

称

荒
熊
内
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

上
北
郡
七
戸
町
大
字
大
沢
地
内
国
道
四
号
線
と
町
道
小
山
平
・
牧
場
線
と
の
交
点
を
起
点
と

し
、
同
点
か
ら
国
道
四
号
線
を
北
に
進
み
町
道
営
農
大
学
校
・
荒
熊
内
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
点
か
ら
同
町
道
を
北
西
に
進
み
町
道
荒
熊
内
開
拓
・
北
六
区
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か

ら
同
町
道
を
南
西
に
進
み
町
道
七
戸
・
鳥
谷
部
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
南

に
進
み
町
道
小
山
平
・
牧
場
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
東
に
進
み
起
点
に
至

る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
九
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

十
１

名

称

六
戸
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
坪
毛
沢
地
内
主
要
地
方
道
三
沢
十
和
田
線
と
町
道
第
十
一
大

曲
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
南
西
に
進
み
主
要
地
方
道
八
戸
三
沢
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
地
方
道
を
南
西
に
進
み
町
道
舘
野
・
柴
山
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
西
に
進
み
町
道
官
庁
街
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を

北
に
進
み
町
道
犬
落
瀬
・
通
目
木
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
北
に
進
み
主
要

地
方
道
三
沢
十
和
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で

囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
十
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

十
一
１

名

称

百
石
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
下
前
田
地
内
国
道
三
三
八
号
線
と
町
道
下
前
田
二
号
線
と
の
交
点
を

起
点
と
し
、
同
点
か
ら
同
国
道
を
北
に
進
み
町
道
深
沢
平
二
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

点
か
ら
同
町
道
を
東
に
進
み
町
道
洋
光
台
東
通
り
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道

を
南
東
に
進
み
町
道
洋
光
台
中
央
通
り
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
南
に
進

み
町
道
藤
ヶ
森
・
深
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
南
西
に
進
み
町
道
下
前

田
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た

区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
十
一
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

十
二
１

名

称

後
谷
地
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
向
山
東
地
内
町
道
豊
栄
・
間
木
堤
線
と
主
要
地
方
道
八
戸
野
辺
地
線

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
同
主
要
地
方
道
を
南
東
に
進
み
下
田
後
谷
地
幹
線
用
配

水
路
管
理
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
管
理
道
を
東
に
進
み
明
神
川
と
の
交
点
に
至

り
、
同
点
か
ら
同
川
を
東
に
進
み
町
道
中
野
平
・
三
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同

町
道
を
北
に
進
み
町
道
黒
坂
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
北
東
に
進
み

町
道
黒
坂
・
向
平
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
東
に
進
み
国
道
三
三
八
号
と

の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
国
道
を
南
に
進
み
国
道
四
五
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か

ら
同
国
道
を
西
に
進
み
町
道
間
木
堤
・
間
木
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
北

に
進
み
町
道
豊
栄
・
間
木
堤
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
町
道
を
北
に
進
み
起
点
に
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至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
十
二
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃

十
三
１

名

称

高
橋
川
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

２

区

域

む
つ
市
大
畑
町
地
内
県
道
む
つ
恐
山
公
園
大
畑
線
と
農
道
上
川
原
線
の
交
点
を
起
点
と

し
、
同
点
か
ら
同
農
道
を
南
に
進
み
大
畑
川
左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
左
岸
を

南
西
に
進
み
高
橋
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
河
川
を
北
西
に
進
み
国
有
林
下
北
森

林
管
理
署
と
民
有
林
下
北
森
林
計
画
区
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
境
界
を
東

に
進
み
農
業
用
水
路
幹
分
一
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
点
か
ら
同
水
路
を
南
西
に
進
み
起
点

に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
一
円
。
（
図
面
は
別
図
十
三
の
と
お
り
）

３

存
続
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら

令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

４

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
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